
改　正　後 改　正　前
(教育)  
第三十八条 ［省略］                                                                                                       
2 基本教育は、次の表の上欄に掲げる警備員(法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証　　
　明書」という。)の交付を受けている警備員及び指導教育責任者資格者証の交付を受けてい　　
　る警備員を除く。)の区分に応じ、警備業務に関する基本的な知識及び技能に係る同表の下　　
　欄に掲げる教育事項について行う教育とする。

(教育)  
第三十八条 ［省略］                                                                                                                                         
2 基本教育は、警備業務に関する基本的な知識及び技能についての教育とし、次の表の上欄　　
　に掲げる警備員(法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を　　
　受けている警備員及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員を除く。)の区分　　
　に応じ、同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行う　　
　ものとする。

警備員の区分 教育事項 警備員の区分 教育事項 教育時間

一

新たに警備業務に従事
させようとする警備員  

イ 警備業務実施の基本原則に関すること。 
ロ 警備員の資質の向上に関すること。 
ハ 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に 
　関すること。 
ニ 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の 
　措置に関すること。  
ホ 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関するこ 
　と。 

一

新たに警備業務に従事
させようとする警備員

イ 警備業務実施の基本原則に 
　関すること。 
ロ 警備員の資質の向上に関す 
　ること。 
ハ 警備業法その他警備業務の 
　適正な実施に必要な法令に 
　関すること。 
ニ 事故の発生時における警察 
　機関への連絡その他応急の 
　措置に関すること。  
ホ 護身用具の使用方法その他 
　の護身の方法に関するこ 
　と。

十五時間 
（最近三年間に警備業務
に従事した期間が通算し
て一年以上である警備員
及び警察官の職にあった
期間が通算して一年以上
である警備員にあって
は、五時間） 

二

現に警備業務に従事さ
せている警備員

イ 警備業務実施の基本原則に関すること。 
ロ 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に 
　関すること。 
ハ 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の 
　措置に関すること。 二

現に警備業務に従事さ
せている警備員

イ 警備業務実施の基本原則に 
　関すること。 
ロ 警備業法その他警備業務の 
　適正な実施に必要な法令に 
　関すること。 
ハ 事故の発生時における警察 
　機関への連絡その他応急の 
　措置に関すること。

教育期(四月一日から九 月
三十日までの期間及び 十
月一日から翌年の三月 三
十一日までの期間とす 
る。以下同じ。)ごとに、  
三時間 

備考 
一 基本教育は、指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者と 
　して国家公安委員会が定める者が行うものとする。 
二 この表の下欄に掲げる教育事項のうち、同表の一の項ニ及びホ並びに二の項ハに掲げ 
　る教育事項についての教育は、講義の方法及び実技訓練の方法によるものとし、その 
　他の教育事項についての教育は、講義の方法(同表の一の項ロに掲げる教育事項につい 
　ての教育にあつては、講義の方法又は実技訓練の方法)によるものとする。 
三 前号及び次項の講義の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う方法（電 
　気通信回線を使用して行うものを含む。）とする。ただし、電気通信回線を使用して 
　行う講義の方法については、次のいずれにも該当するものに限る。 
イ 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。 
ロ 受講者の受講の状況を確認できるものであること。 
ハ 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。 
ニ 質疑応答の機会が確保されているものであること。 

備考 
一 基本教育は、指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者と 
　して国家公安委員会が定める者が行うものとする。 
二 この表の中欄に掲げる教育事項のうち、同表の一の項ニ及びホ並びに二の項ハに掲げ 
　る教育事項についての教育は、講義の方法（教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行 
　う講義の方法をいう。以下同じ。）及び実技訓練の方法によるものとし、その他の教 
　育事項についての教育は、講義の方法(同表の一の項ロに掲げる教育事項についての教 
　育にあつては、講義の方法又は実技訓練の方法)によるものとする。 
三 この表の二の項に掲げる警備員に係る基本教育については、当該警備員に対し新たに 
　警備業務に従事させようとする警備員として基本教育を行つた日の属する教育期は、同 
　項の下欄に掲げる時間数の教育を行わなくてもよい。  

＊青字部分が改正箇所、教育時間は削除された。 
＊条文中、「次の表の上欄に掲げる」とあるのは原本が縦書きのため、この表では左欄に当
たる。下欄は右欄。

＊条文中、「次の表の上欄に掲げる」とあるのは原本が縦書きのため、この表では左欄に当
たる。下欄は右欄。


